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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和2年6月25日(2020.6.25)

【公表番号】特表2019-518148(P2019-518148A)
【公表日】令和1年6月27日(2019.6.27)
【年通号数】公開・登録公報2019-025
【出願番号】特願2018-564364(P2018-564364)
【国際特許分類】
   Ｄ０４Ｈ   3/016    (2012.01)
   Ｄ０１Ｆ   6/60     (2006.01)
   Ｄ０１Ｆ   6/80     (2006.01)
   Ｄ０１Ｄ   5/04     (2006.01)
   Ｄ０４Ｈ   3/009    (2012.01)
   Ｄ０４Ｈ   3/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０４Ｈ    3/016    　　　　
   Ｄ０１Ｆ    6/60     ３３１　
   Ｄ０１Ｆ    6/80     ３１１Ｂ
   Ｄ０１Ｄ    5/04     　　　　
   Ｄ０４Ｈ    3/009    　　　　
   Ｄ０４Ｈ    3/16     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月14日(2020.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１０００ナノメートル未満の平均径を有するナノファイバーに紡糸された３０～３００
の相対粘度を有するポリアミドを含み、１ｇｍ／ｍ２より大きい目付を有する不織布製品
に成形されているナノファイバー不織布製品。
【請求項２】
　前記ポリアミドがナイロン６，６である、請求項１に記載のナノファイバー不織布製品
。
【請求項３】
　前記ポリアミドが、ナイロン６，６とナイロン６のコポリマー、ブレンド、或いはアロ
イである、請求項１に記載のナノファイバー不織布製品。
【請求項４】
　前記ナノファイバー不織布製品が、１０ＣＦＭ／ｆｔ２未満の５ＧＳＭ規格化通気度値
を有する、請求項１に記載のナノファイバー不織布製品。
【請求項５】
　前記ポリアミドが４０～５２．５の相対粘度を有する、請求項１に記載のナノファイバ
ー不織布製品。
【請求項６】
　前記ナノファイバーが２５０～３２５ナノメートルの平均径を有する、請求項１に記載
のナノファイバー不織布製品。
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【請求項７】
　前記不織布製品が３０ＧＳＭ以下の目付を有する、請求項１に記載のナノファイバー不
織布製品。
【請求項８】
　衣服中に組み込まれている、請求項１に記載のナノファイバー不織布製品。
【請求項９】
　履物中に組み込まれている、請求項１に記載のナノファイバー不織布製品。
【請求項１０】
　ナノファイバー不織布製品の製造方法であって、
　（ａ）好適な溶媒中のポリアミドの溶液を含む紡糸可能なポリアミドポリマー組成物を
与えること、ここで前記ポリアミドは３０～３００の相対粘度を有する；
　（ｂ）前記ポリアミドポリマー組成物を１ミクロン（１０００ナノメートル）未満の平
均繊維径を有する複数のナノファイバーに溶液紡糸すること；及び
　（ｃ）前記ナノファイバーを、結果として１０００ナノメートル未満の平均ナノファイ
バー径を有し、そして
　（ｄ）１ｇｍ／ｍ２より大きい目付を有する前記不織布製品に成形すること；
を含む上記方法。
【請求項１１】
　ポリアミドを溶液紡糸することが、（ｉ）回転紡糸口金を用いる遠心紡糸；又は（ｉｉ
）液体形態のポリアミドポリマー組成物を、加圧ガスを用いて繊維形成チャネルを通して
押出すことを含む２相噴射剤ガス紡糸；から選択される、請求項１０に記載のナノファイ
バー不織布製品の製造方法。
【請求項１２】
　前記溶媒が、ギ酸、硫酸、トリフルオロ酢酸、ヘキサフルオロイソプロパノール（ＨＦ
ＩＰ）、及びｍ－クレゾールを含むフェノール類から選択される溶媒を含む、請求項１０
に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
【請求項１３】
　前記ポリアミドが４０～５２．５の相対粘度を有する、請求項１０に記載のナノファイ
バー不織布製品の製造方法。
【請求項１４】
　前記ナノファイバーが１００～５００ナノメートルの径を有する、請求項１０に記載の
ナノファイバー不織布製品の製造方法。
【請求項１５】
　前記不織布製品が３０ＧＳＭ以下の目付を有する、請求項１０に記載のナノファイバー
不織布製品の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　本発明を詳細に記載したが、発明の精神及び範囲内の修正は当業者には容易に明らかで
あろう。かかる修正も本発明の一部とみなすべきである。上記の議論、当該技術における
関連する知識、及び発明の背景に関連して上記で議論した参照文献（これらの開示事項は
全て参照として本明細書中に包含する）を考慮すると、更なる記載は不要であると考えら
れる。更に、本発明の複数の形態並びに種々の態様の複数の部分を、完全か又は部分的の
いずれかで結合又は交換することができることは、上記の議論から理解されるべきである
。更に、当業者であれば、上記の記載は例示のみの目的であり、本発明を限定することは
意図しないことを認識するであろう。
　本発明は以下の実施態様を含む。
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（１）１０００ナノメートル未満の平均径を有するナノファイバーに紡糸された３０～３
００の相対粘度を有するポリアミドを含み、１ｇｍ／ｍ２より大きい目付を有する不織布
製品に成形されているナノファイバー不織布製品。
（２）前記ポリアミドがナイロン６，６である、（１）に記載のナノファイバー不織布製
品。
（３）前記ポリアミドが、ナイロン６，６とナイロン６のコポリマー、又はブレンド、或
いはアロイである、（１）に記載のナノファイバー不織布製品。
（４）前記ポリアミドが高温ナイロン（ＨＴＮ）である、（１）に記載のナノファイバー
不織布製品。
（５）前記ポリアミドが、Ｎ６、Ｎ６Ｔ／６６、Ｎ６１２、Ｎ６／６６、Ｎ１１、Ｎ１２
など（ここで、「Ｎ」はナイロンを意味する）のような長鎖脂肪族ナイロンである、（１
）～（４）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（６）前記ナノファイバー不織布製品が、１０ＣＦＭ／ｆｔ２未満の５ＧＳＭ規格化通気
度値を有する、（１）～（５）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（７）前記ナノファイバー不織布製品が３～８ＣＦＭ／ｆｔ２の５ＧＳＭ規格化通気度値
を有する、（１）～（６）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（８）前記ナノファイバー不織布製品が３～７ＣＦＭ／ｆｔ２の５ＧＳＭ規格化通気度値
を有する、（１）～（７）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（９）前記ナノファイバー不織布製品が３．４～７．２ＣＦＭ／ｆｔ２の５ＧＳＭ規格化
通気度値を有する、（１）～（８）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（１０）前記ポリアミドが３５～２５５の相対粘度を有する、（１）～（９）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（１１）前記ポリアミドが３５～５５の相対粘度を有する、（１）～（１０）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（１２）前記ポリアミドが３５～５０の相対粘度を有する、（１）～（１１）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（１３）前記ポリアミドが４０～５２．５の相対粘度を有する、（１）～（１２）のいず
れかに記載のナノファイバー不織布製品。
（１４）前記ナノファイバーが１００～５００ナノメートルの平均径を有する、（１）～
（１３）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（１５）前記ナノファイバーが２００～４００ナノメートルの平均径を有する、（１）～
（１４）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（１６）前記ナノファイバーが２５０～３２５ナノメートルの平均径を有する、（１）～
（１５）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（１７）前記不織布製品が３０ＧＳＭ以下の目付を有する、（１）～（１６）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（１８）前記不織布製品が１～３０ＧＳＭの目付を有する、（１）～（１７）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（１９）前記不織布製品が３～３０ＧＳＭの目付を有する、（１）～（１８）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（２０）前記不織布製品が３～１５ＧＳＭの目付を有する、（１）～（１９）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（２１）前記不織布製品が４～１０ＧＳＭの目付を有する、（１）～（２０）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品。
（２２）前記不織布製品が示されている成分から実質的に構成される、（１）～（２１）
のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（２３）フィルター媒体中に組み込まれている、（１）～（２２）のいずれかに記載のナ
ノファイバー不織布製品。
（２４）通気性布帛中に組み込まれている、（１）～（２３）のいずれかに記載のナノフ
ァイバー不織布製品。
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（２５）衣服中に組み込まれている、（１）～（２３）のいずれかに記載のナノファイバ
ー不織布製品。
（２６）履物中に組み込まれている、（１）～（２３）のいずれかに記載のナノファイバ
ー不織布製品。
（２７）消音層として用いられる、（１）～（２３）のいずれかに記載のナノファイバー
不織布製品。
（２８）医療用包帯又は医療用インプラント中に組み込まれている、（１）～（２３）の
いずれかに記載のナノファイバー不織布製品。
（２９）ナノファイバー不織布製品の製造方法であって、
　（ａ）好適な溶媒中のポリアミドの溶液を含む紡糸可能なポリアミドポリマー組成物を
与えること、ここで前記ポリアミドは３０～３００の相対粘度を有する；
　（ｂ）前記ポリアミドポリマー組成物を１ミクロン（１０００ナノメートル）未満の平
均繊維径を有する複数のナノファイバーに溶液紡糸すること；及び
　（ｃ）前記ナノファイバーを、結果として１０００ナノメートル未満の平均ナノファイ
バー径を有し、そして
　（ｄ）１ｇｍ／ｍ２より大きい目付を有する前記不織布製品に成形すること；
を含む上記方法。
（３０）ポリアミドを溶液紡糸することが、（ｉ）回転紡糸口金を用いる遠心紡糸；又は
（ｉｉ）液体形態のポリアミドポリマー組成物を、加圧ガスを用いて繊維形成チャネルを
通して押出すことを含む２相噴射剤ガス紡糸；から選択される、（２９）に記載のナノフ
ァイバー不織布製品の製造方法。
（３１）前記溶媒が、ギ酸、硫酸、トリフルオロ酢酸、ヘキサフルオロイソプロパノール
（ＨＦＩＰ）、及びｍ－クレゾールを含むフェノール類から選択される溶媒を含む、（２
９）又は（３０）に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（３２）前記溶媒がギ酸を含む、（３１）に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法
。
（３３）前記ナノファイバーを移動ベルト上で集積することによって前記不織布を形成す
る、（２９）に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（３４）回転紡糸口金を用いる遠心紡糸によって前記ポリアミドポリマー組成物をナノフ
ァイバーに紡糸する、（２９）～（３３）に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法
。
（３５）前記紡糸口金を２，５００～１５，０００ＲＰＭの回転速度で回転させる、（３
４）に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（３６）前記紡糸口金を５，０００～１０，０００ＲＰＭの回転速度で回転させる、（３
５）に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（３７）前記ポリアミド組成物がナイロン６，６を含む、（２９）～（３６）のいずれか
に記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（３８）前記ポリアミド組成物が、ナイロン６，６とナイロン６のブレンド、又はコポリ
マー、或いはアロイを含む、（２９）～（３７）のいずれかに記載のナノファイバー不織
布製品の製造方法。
（３９）前記ポリアミドがＨＴＮを含む、（２９）～（３８）のいずれかに記載のナノフ
ァイバー不織布製品の製造方法。
（４０）前記ポリアミドが、Ｎ６、Ｎ６Ｔ／６６、Ｎ６１２、Ｎ６／６６、Ｎ１１、Ｎ１
２など（ここで、「Ｎ」はナイロンを意味する）のような長鎖脂肪族ナイロンを含む、（
２９）～（３８）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４１）前記ポリアミドが３５～２５５の相対粘度を有する、（２９）～（４０）のいず
れかに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４２）前記ポリアミドが３５～５５の相対粘度を有する、（２９）～（４０）のいずれ
かに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４３）前記ポリアミドが４０～５２．５の相対粘度を有する、（２９）～（４２）のい
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ずれかに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４４）前記ナノファイバーが１００～５００ナノメートルの径を有する、（２９）～（
４３）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４５）前記ナノファイバーが２００～４００ナノメートルの径を有する、（３１）～（
４４）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４６）前記ナノファイバーが２００～３２５ナノメートルの径を有する、（２９）～（
４５）のいずれかに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４７）前記不織布製品が３０ＧＳＭ以下の目付を有する、（２９）～（４６）のいずれ
かに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４８）前記不織布製品が１～３０ＧＳＭの目付を有する、（２９）～（４７）のいずれ
かに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（４９）前記不織布製品が３～３０ＧＳＭの目付を有する、（２９）～（４８）のいずれ
かに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（５０）前記不織布製品が３～１５ＧＳＭの目付を有する、（２９）～（４９）のいずれ
かに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
（５１）前記不織布製品が４～１０ＧＳＭの目付を有する、（２９）～（５０）のいずれ
かに記載のナノファイバー不織布製品の製造方法。
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